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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カメラ本体と、
　第１の回動部と第２の回動部とを有し、前記第１の回動部で前記カメラ本体に対して回
動自在に軸支される支持部と、
　前記第２の回動部で前記支持部に対して回動自在に側面が軸支され、ストロボ発光部を
有し、第１の位置と第２の位置との間で移動可能なストロボケースと、
　前記支持部を第２の位置で係止する第１の係止部と、
　前記ストロボケースを第２の位置で係止する第２の係止部と、
　前記支持部をカメラ本体に対して第２の位置に付勢する第１の弾性部材と、
　前記ストロボケースを前記支持部に対して第２の位置に付勢する第２の弾性部材と、
　前記ストロボケースを第１の位置で係止する第３の係止部と、
　前記支持部だけを第１の位置に係止する第４の係止部と、
を備えるストロボ内蔵カメラ。
【請求項２】
カメラ本体に取り付けられたポップアップ用操作部材またはこれに連動する部材に、第３
の係止部と第４の係止部とが設けられ、ストロボケースが第１の位置にあるときに前記ポ
ップアップ用操作部材を操作することで、ストロボケースおよび支持部が第２の位置に移
動する動作と、ストロボケースだけが第１の位置から第２の位置に移動する動作とを、区
別して行わせることが可能に構成した請求項１に記載のストロボ内蔵カメラ。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ストロボ内蔵カメラに関し、特にカメラ本体に取り付けられるストロボケー
スが第１の位置と第２の位置との間で移動可能なポップアップ機構を有するストロボ内蔵
カメラに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、デジタルスチルカメラやフィルム感光型の小型カメラ等において、写真撮影
を行う際の補助光を照射するストロボ発光部を有するストロボケースをカメラに内蔵する
ように構成されたストロボ内蔵カメラが一般に普及している。
【０００３】
　このストロボ内蔵カメラには、レンズバリアの開閉動作を行うタイプのものの他に、カ
メラ本体に取り付けられるストロボケースが第１の位置と第２の位置との間で移動可能な
ポップアップ機構を有するタイプのものがある。
【０００４】
　一般に、ポップアップ機構を有するタイプのストロボ内蔵カメラは、そのポップアップ
機構を設けるためにカメラ全体が大型化してしまうという問題がある。この問題を解決す
るものとして、例えば特許文献１や特許文献２に記載されたストロボ内蔵カメラが知られ
ている。
【０００５】
　まず、特許文献１に係るストロボ内蔵カメラについて、図１９（ａ），（ｂ）および図
２０を用いて説明する。ここで、図１９（ａ）はストロボ筐体１０２が収納位置にある状
態を示す図であり、図１９（ｂ）はストロボ筐体１０２が突出位置にある状態を示す図で
あり、図２０はストロボ筐体１０２およびその近傍部分の分解斜視図である。
【０００６】
　これらの図に示すように、ストロボ筐体１０２を支持する支持レバー１０１は、第１の
回動部１０１ａと第２の回動部１０１ｂとを有し、カメラ本体１００に対して第１の回動
部１０１ａで回動自在に軸支されている。また、ストロボ発光部１０２ａを有するストロ
ボ筐体１０２は、その下部にストロボ支持部１０２ｂを有し、支持レバー１０１の第２の
回動部１０１ｂがストロボ支持部１０２ｂを軸支することによって、支持レバー１０１に
回動自在に取り付けられている。また、ストロボ発光部１０２ａからの発光は、略直方体
であるストロボ筐体１０２の各面のうち、第１の回動部１０１ａおよび第２の回動部１０
１ｂにおける回動軸１０３，１０４と直交する面から照射される。また、ストロボ筐体１
０２は収納位置において、カメラ本体１００に完全に収納される。
【０００７】
　なお、図１９（ｂ）は、ストロボ筐体１０２がカメラ本体１００から突出されて、スト
ロボ発光部１０２ａを発光させることが可能な姿勢を示す。この図１９（ｂ）に示すよう
に、ストロボ筐体１０２を突出させた姿勢においても、ストロボ筐体１０２はカメラ本体
１００から完全には露呈されておらず、ストロボ筐体１０２におけるストロボ支持部１０
２ｂの近傍部分がカメラ本体１００に収納されたままの状態である。
【０００８】
　特許文献１に係るストロボ内蔵カメラは、以上のような構成により、ストロボ装置全体
が占有する空間を小さくなるように図られている。
　ところで、特許文献１には、ストロボ発光部１０２ａとカメラ本体１００とを電気的に
接続する配線部をいかに配置するかに関しては言及されていないが、本願出願人は配線部
がストロボ支持部１０２ｂ付近に配置されていると推測する。それは、ストロボ支持部１
０２ｂ付近以外の箇所に配線部を配置すると、ストロボ筐体１０２が突出位置にあるとき
に、配線部が露出することとなり、配線部の損傷等を招くおそれがあるからである。逆に
、配線部の露出を防止するために、ストロボ筐体１０２が突出位置にあるときでも、スト
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ロボ筐体１０２がカメラ本体１００から外部に完全に露呈することなく設計されていると
も考えられる。
【０００９】
　次に、特許文献２に開示されたストロボ内蔵カメラは図２１、図２２（ａ），（ｂ）に
示すような構造とされている。
　これらの図に示すように、このストロボ内蔵カメラは、側面視して略三角形状のストロ
ボブロック２０１をカメラ本体２００の上面部から出退自在に保持した構造であり、スト
ロボブロック２０１の左右の側板部を一対の支持リンク機構２０２で出退自在に支持して
いる。各支持リンク機構２０２は、図外のトーションばねの回動付勢力を複数の歯車を介
して受けている原動レバー２０３と、この原動レバー２０３よりも少し後方に配設されて
いるＣ字型リンク２０４と、原動レバー２０３とＣ字型リンク２０４とストロボブロック
２０１とを連結するＬ字型リンク２０５とから構成されている。また、原動レバー２０３
の一端部２０３ａとＣ字型リンク２０４の一端部２０４ａとが、カメラ本体２００の所定
位置に固定されたストロボ支持体２０５に回転自在に取り付けられており、原動レバー２
０３の他端部２０３ｂは、ストロボブロック２０１が突出した際に、ストロボブロック２
０１の下端部となる箇所に回動可能に連結され、さらに、Ｌ字型リンク２０５の中間部２
０５ａが原動レバー２０３に連結され、Ｌ字型リンク２０５の一端部２０５ｂがＣ字型リ
ンク２０４の他端部に連結され、Ｌ字型リンク２０５の他端部２０５ｃがストロボブロッ
ク２０１に連結されている。
【００１０】
　そして、図２２（ｂ）に示すようにストロボブロック２０１がカメラ本体２００の上面
部に収容された姿勢から、図２２（ａ）に示すような突出姿勢に移動する際には、ストロ
ボブロック２０１のストロボレンズ２０１ａが斜め下方から前方を向くように回動しなが
ら、ストロボブロック２０１がほぼ真上の位置に上昇しながら突出するようになっている
。なお、図２１に示すように、カメラ本体２００の前面中央部には、ズームレンズなどを
内包した鏡筒２０６が設けられている。また、図２２（ｂ）に示すように、このストロボ
内蔵カメラでは、ストロボブロック２０１の収納時に、ストロボブロック２０１がバッテ
リ室２０７と、カメラ本体２００の前面部２００ａとの間に格納されるように配設されて
いる。
【００１１】
　特許文献２に係るストロボ内蔵カメラは、以上のような構成により、ストロボ装置全体
が占有する空間を小さくなるように図っている。
　ここで、特許文献２においても、ストロボブロック２０１の発光部とカメラ本体２００
とを電気的に接続する配線部をいかに配置するかに関しては言及されていないが、本願出
願人は配線部を、例えば支持リンク機構２０２付近に配置させて、ストロボブロック２０
１が突出位置にあるときでも、できるだけ配線部がカメラ本体２００から外部に露出しな
いように設計されていると考えられる。
【特許文献１】特開平１１－３２７００８号公報
【特許文献２】特開平１０－２２８０５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら上記特許文献１の構成では、支持レバー１０１の第２の回動部１０１ｂで
軸支されているストロボ支持部１０２ｂがストロボ筐体１０２の下部に設けられているた
め、これ以上、ストロボ装置全体が占有する空間を小さくし、ストロボ内蔵カメラの小型
化を図ることは困難であるという問題点を有する。
【００１３】
　また、上記特許文献２の構成においても、３つのリンク（原動レバー２０３、Ｃ字型リ
ンク２０４、Ｌ字型リンク２０５）などの支持リンク機構２０２や複数の歯車などを有し
、図２２（ｂ）などに示すように、収納時にＣ字型リンク２０４などがストロボブロック
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２０１の収納箇所よりも下方に突出する配置であるため、この構成においても、ストロボ
装置全体が占有する空間を小さくし、ストロボ内蔵カメラの小型化を図ることは困難であ
るという問題点を有する。さらに、上記特許文献２の構成を、ストロボブロックが略直方
体形状であるものに適用しようとすると、ストロボブロックが後方や上方に突出するよう
な姿勢となり、良好に収納することが困難となる問題点も発生する。
【００１４】
　また、図１９、図２０に示すストロボ発光部１０２ａや図２１、図２２に示すストロボ
ブロック２０１の発光部からの発光が、カメラ本体１００、２００の前方中央にある鏡筒
等の部材により乱反射されることを防ぐために、突出姿勢では、ストロボ筐体１０２やス
トロボブロック２０１をカメラ本体１００、２００からできるだけ離れた位置となること
が望ましい。しかし、このストロボ内蔵カメラでは支持レバー１０１や原動レバー２０３
、Ｃ字型リンク２０４がカメラ本体１００、２００の内部に設けられているため、突出位
置でのストロボ筐体１０２やストロボブロック２０１をカメラ本体１００、２００から離
す距離を長くすることが困難であるという問題点を有する。
【００１５】
　さらに、何れのストロボ内蔵カメラでも、突出姿勢では、収納姿勢からほぼ真上に突出
させる構成であるため、これによっても、ストロボ発光部１０２ａやストロボブロック２
０１の発光部からの発光が、カメラ本体１００、２００の前方中央にある鏡筒等の部材に
より乱反射されやすいという問題点も有する。
【００１６】
　また、ストロボ筐体１０２やストロボブロック２０１をカメラ本体１００、２００から
突出させた場合でも配線部が露出することを防止するために、ストロボ筐体１０２やスト
ロボブロック２０１をカメラ本体１００、２００から完全に露呈させることができず、こ
の観点からも、突出姿勢でストロボ筐体１０２やストロボブロック２０１を高く配置する
ことが困難であるという問題点も有する。
【００１７】
　さらに、何れのストロボ内蔵カメラでも、突出姿勢においては、ストロボ発光部１０２
ａやストロボブロック２０１が真正面を向くように配置されており、発光部からの光が前
方の撮像対象物に直接照射するので、発光させた際に、撮像対象物の後方にくっきりと影
が写ってしまうことがあり、このような不具合を緩和することができなかったという問題
点もある。
【００１８】
　本発明は上記従来の問題点を解決するもので、カメラ本体に取り付けられるストロボケ
ースが第１の位置と第２の位置との間で移動可能なポップアップ機構を有しつつ、カメラ
全体の小型化を図ることができるストロボ内蔵カメラを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　これらの目的を達成するために本発明のストロボ内蔵カメラは、カメラ本体と、第１の
回動部と第２の回動部とを有し、前記第１の回動部で前記カメラ本体に対して回動自在に
軸支される支持部と、前記第２の回動部で前記支持部に対して回動自在に側面が軸支され
、ストロボ発光部を有し、第１の位置と第２の位置との間で移動可能なストロボケースと
、前記支持部を第２の位置で係止する第１の係止部と、前記ストロボケースを第２の位置
で係止する第２の係止部と、前記支持部をカメラ本体に対して第２の位置に付勢する第１
の弾性部材と、前記ストロボケースを前記支持部に対して第２の位置に付勢する第２の弾
性部材と、前記ストロボケースを第１の位置で係止する第３の係止部と、前記支持部だけ
を第１の位置に係止する第４の係止部と、を備えるものである。
【００２１】
　この構成によって、カメラ本体に取り付けられるストロボケースが第１の位置と第２の
位置との間で移動可能なポップアップ機構を有しつつ、第１の位置において、ストロボケ
ースと支持部とがコンパクトに格納できてカメラ全体の小型化を図ることができる。
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【発明の効果】
【００２２】
　以上のように本発明によれば、カメラ本体に取り付けられるストロボケースが第１の位
置と第２の位置との間で移動可能なポップアップ機構を有しつつ、カメラ全体の小型化を
図ることができるという優れた効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　本発明の請求項１に記載のストロボ内蔵カメラは、カメラ本体と、第１の回動部と第２
の回動部とを有し、前記第１の回動部で前記カメラ本体に対して回動自在に軸支される支
持部と、前記第２の回動部で前記支持部に対して回動自在に側面が軸支され、ストロボ発
光部を有し、第１の位置と第２の位置との間で移動可能なストロボケースと、前記支持部
を第２の位置で係止する第１の係止部と、前記ストロボケースを第２の位置で係止する第
２の係止部と、前記支持部をカメラ本体に対して第２の位置に付勢する第１の弾性部材と
、前記ストロボケースを前記支持部に対して第２の位置に付勢する第２の弾性部材と、前
記ストロボケースを第１の位置で係止する第３の係止部と、前記支持部だけを第１の位置
に係止する第４の係止部と、を備えるものであり、この構成によって、カメラ本体に取り
付けられるストロボケースが第１の位置と第２の位置との間で移動可能なポップアップ機
構を有しつつ、第１の位置において、ストロボケースと支持部とがコンパクトに格納でき
てカメラ全体の小型化を図ることができる。また、第４の係止部により支持部を第１の位
置に係止した状態で、第３の係止部による係止を外すことにより、支持部を第１の位置に
保持した状態で、ストロボケースだけを第１の位置から第２の位置に移動させることがで
きるという作用を有する。
【００３２】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載のストロボ内蔵カメラであって、カメラ本体
に取り付けられたポップアップ用操作部材またはこれに連動する部材に、第３の係止部と
第４の係止部とが設けられ、ストロボケースが第１の位置にあるときに前記ポップアップ
用操作部材を操作することで、ストロボケースおよび支持部が第２の位置に移動する動作
と、ストロボケースだけが第１の位置から第２の位置に移動する動作とを、区別して行わ
せることが可能に構成したものであり、１つのポップアップ用操作部材を操作するだけで
、ストロボケースの移動動作を区別して行わせることができて、利便性が向上する。
【００３４】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。
　（実施の形態１）
　図１および図２は本発明の実施の形態１におけるストロボ内蔵カメラの斜視図であり、
図３は同正面図であり、図４および図６は図３における線分Ａ－Ａ’での断面の要部拡大
図であり、図５は本発明の実施の形態１におけるストロボ内蔵カメラの要部拡大側面図で
ある。なお、図１、図３～図５はストロボケース４が第２の位置Ｓにあるときを示し、図
２および図６はストロボケース４が第１の位置Ｆにあるときを示している。ここで、本明
細書および特許請求の範囲で用いる第１の位置および第２の位置という用語は、ストロボ
ケース４が第１の位置にあるときよりも第２の位置にあるときの方がカメラ本体２からの
距離が長くなるという、相対的な位置関係を示す用語として使用する。
【００３５】
　図１～図３に示すように、このストロボ内蔵カメラ１では、カメラ本体２の上面２ａに
、略直方体であるストロボケース４と、このストロボケース４を支持する支持部３とが設
けられている。また、ストロボケース４は、カメラ本体２および鏡筒１４に対して、図１
に示すような第２の位置Ｓにある場合に、図２に示すような第１の位置Ｆにある場合に比
べて離れた位置となる。また、カメラ本体２の上面２ａには、シャッター釦１７等の操作
部が配置されている。また、カメラ本体２の正面部におけるストロボケース４の前方位置
には、ズームレンズなどを内包した鏡筒１４が取り付けられている。
【００３６】
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　図４に示すように、支持部３は、第１の回動部１１および第２の回動部１２を有し、第
１の回動部１１を中心にして回動自在にカメラ本体２に軸支されている。第１の回動部１
１および第２の回動部１２は、それぞれ円柱状の軸材で構成されている。また、支持部３
は、主に側面部３ｄと平面部とを備えた略コの字形状（略Ｃ型チャネル形状）に形成され
ているとともに、前面部にはカバー部３ｃを有している。支持部３の平面部は、第１の板
体３ａと第２の板体３ｂとを貼り合わせて構成されている。また、カバー部３ｃ内には、
弦巻バネ等の弾性体からなる第１の弾性部材９が、第１の回動部１１に外装した姿勢で配
設され、この第１の弾性部材９は、支持部３をカメラ本体２に対して第２の位置Ｓに付勢
するよう作用する。
【００３７】
　また、ストロボケース４は、第２の回動部１２を中心として、支持部３に対して回動自
在に、そのストロボケース４の側面４ｂで軸支されている（図５参照）。また、図４に示
すように、ストロボケース４の後部下端には、弦巻バネ等の弾性体からなる第２の弾性部
材１０が、第２の回動部１２に外装した姿勢で配設され、この第２の弾性部材１０は、ス
トロボケース４を支持部３に対して第２の位置Ｓに付勢するよう作用する。
【００３８】
　そして、図６に示すようにストロボケース４が第１の位置Ｆにあるときに、第１の回動
部１１が支持部３の前側でかつストロボケース４の前方となる箇所に配設され、第２の回
動部１２が支持部３の後側となる箇所に配設される。また、第２の回動部１２は、ストロ
ボケース４が第１の位置Ｆにあるときに支持部３の後側となり、かつストロボケース４が
第１の位置Ｆおよび第２の位置Ｓにあるときのいずれの場合においてもストロボケース４
の後側となる箇所に配設されている。すなわち、この実施の形態１のストロボ内蔵カメラ
１では、ストロボケース４が第１の位置Ｆにあるときに、第１の回動部１１が支持部３の
前側となり、第２の回動部１２が支持部３の後側となる箇所に配設され、第１の位置Ｆか
ら第２の位置Ｓに移動する際に、第１の回動部１１を中心として支持部３を斜め上方に向
けて回動させ、第２の位置Ｓに移動した際のストロボケース４の姿勢は、ストロボケース
４が第１の位置Ｆにあるときの姿勢と略同様な前向き姿勢をとるように配置されている。
【００３９】
　ストロボケース４はストロボ発光部５を有し、ストロボケース４の内部には配線部６お
よびトリガーコイル６ａが配置されている。ストロボ発光部５は第１の回動部１１の回動
軸および第２の回動部１２の回動軸と平行な面（前面部）に設けられている。ここで、配
線部６は、例えばポリイミドのフレキシブル配線基板であり、ストロボ発光部５とカメラ
本体２とを電気的に接続するよう作用する。ストロボ発光部５と配線部６との電気的接続
は銅線（図示省略）で行う。また、配線部６は、ストロボケース４からカメラ本体２に至
る途中で、第１の板体３ａと第２の板体３ｂとの間で挟持されている。
【００４０】
　ここで、トリガーコイル６ａとは、昇圧用トランスであり、例えば３００ボルトの電圧
を３０００ボルトに上昇させるよう作用する。ストロボ発光部５は、トリガーコイル６ａ
で昇圧された電力を受けて、発光を開始する。なお、ストロボ発光部５は、ストロボケー
ス４が第２の位置Ｓにあるときに発光可能となる。
【００４１】
　また、ストロボケース４は、カメラ本体２に設けられた第３の係止部（ポップアップ用
操作部材）１３に係合する係合部４ａを有する。第３の係止部１３は、図４におけるＢ、
Ｃ方向にスライド可能であり、爪部１３ａを有し、バネ体１３ｂによってＢ方向に付勢さ
れている。ストロボケース４が第１の位置Ｆにあるときに、第３の係止部１３の爪部１３
ａが係合部４ａと係合することにより、第３の係止部１３はストロボケース４を係止して
第１の位置Ｆに保持するよう作用する。
【００４２】
　また、図５に示すように、カメラ本体２の上面２ａに突出して設けられた上面突部２ｂ
は第１の係止部１５を有し、支持部３は第１の突起部７および第２の係止部１６を有し、
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ストロボケース４は第２の突起部８を有する。この構成において、第１の係止部１５は、
支持部３の第１の突起部７と当接することにより、支持部３のカメラ本体２に対する回動
を第２の位置Ｓで係止するよう作用する。これにより、支持部３は第１の弾性部材９によ
って図中反時計方向に常に付勢されていても、第２の位置Ｓで係止されることとなる。ま
た、支持部３の第２の係止部１６は、ストロボケース４の第２の突起部８と当接すること
により、ストロボケース４の支持部３に対する回動を第２の位置Ｓで係止するよう作用す
る。これにより、ストロボケース４は第２の弾性部材１０によって図中時計方向に常に付
勢されていても、第２の位置Ｓで係止されることとなる。
【００４３】
　また、図６に示すように、ストロボケース４が第１の位置Ｆにあるとき、ストロボケー
ス４に設けられた係合部４ａと、第３の係止部１３の爪部１３ａとが係合することによっ
て、第３の係止部１３がストロボケース４を係止して第１の位置Ｆに保持している。そし
て、このように、ストロボケース４が第１の位置Ｆにあるときには、支持部３の側面部３
ｄと平面部とによりストロボケース４の側面４ｂ、４ｃおよび底面を覆うよう構成されて
いる。なお、図示しないが、支持部３には、ストロボケース４の係合部４ａと第３の係止
部１３の爪部１３ａとを挿通させる貫通孔が形成されている。また、このようにストロボ
ケース４が第１の位置Ｆにあるとき、ストロボ発光部５の照射窓５ａはカバー部３ｃでカ
バーされ、ストロボ発光部５は発光が禁止されている。
【００４４】
　なお、本実施の形態１の支持部３および第１の突起部７は本発明の支持部の例であり、
本実施の形態１のストロボケース４、係合部４ａおよび第２の突起部８は本発明のストロ
ボケースの例であり、本実施の形態１のストロボ発光部５および照射窓５ａは本発明のス
トロボ発光部の例であり、本実施の形態１の第３の係止部１３、爪部１３ａおよびバネ体
１３ｂは本発明の第３の係止部の例である。
【００４５】
　以上のように構成されたストロボ内蔵カメラ１について、図４～図６を用いてその動作
を説明する。
　まず、ストロボ内蔵カメラ１のストロボケース４が、図６に示す第１の位置Ｆから図４
および図５に示す第２の位置Ｓに移動するときの動作について説明する。
【００４６】
　図６に示すように、ストロボ内蔵カメラ１のストロボケース４が第１の位置Ｆにある場
合には、第３の係止部１３の爪部１３ａがストロボケース４の係合部４ａに係合して、ス
トロボケース４が第１の位置Ｆに保持されている。すなわち、ストロボケース４がカメラ
本体２の上面２ａ上に直接に載ったような姿勢で保持されている。
【００４７】
　この状態で、ユーザーが第３の係止部１３を前方に移動させ、爪部１３ａをＣ方向にス
ライドさせると、爪部１３ａと係合部４ａとの係合が外れる。
　すると、支持部３は第１の弾性部材９の付勢力により第１の回動部１１を中心としてカ
メラ本体２に対して図中反時計方向に回動し、ストロボケース４は第２の弾性部材１０の
付勢力により第２の回動部１２を中心として支持部３に対して図中時計方向に回動する。
この後、支持部３がカメラ本体２に対して回動を続け、第１の係止部１５に第１の突起部
７が当接すると、支持部３は回動を停止する。同様に、ストロボケース４が支持部３に対
して回動を続け、第２の係止部１６に第２の突起部８が当接すると、ストロボケース４は
回動を停止する。このようにして、ストロボケース４は、第１の位置Ｆから上方に移動す
るだけでなく、前方にも移動して第２の位置Ｓとなり、また、このストロボ内蔵カメラ１
では、第１の位置Ｆと第２の位置Ｓとの何れの位置でも、ストロボ発光部５が前方を向い
た同様な姿勢に保持される。
【００４８】
　上記のように、ユーザーが第３の係止部１３をＣ方向に移動させると、その直後にスト
ロボケース４は第１の位置Ｆから第２の位置Ｓに移動し、ストロボ発光部５が発光可能な
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状態となる。
【００４９】
　次に、ストロボ内蔵カメラ１のストロボケース４が、図４および図５に示す第２の位置
Ｓから図６に示す第１の位置Ｆに移動するときの動作について説明する。
　図４および図５において、支持部３は第１の弾性部材９で付勢され、第１の係止部１５
は第１の突起部７に当接することにより支持部３を係止し、第２の係止部１６は第２の突
起部８に当接することによりストロボケース４を係止している。
【００５０】
　この状態からユーザーがストロボケース４の上面をカメラ本体２方向に押すと、第１の
突起部７と第１の係止部１５との係止状態および第２の突起部８と第２の係止部１６との
係止状態が解除され、ストロボケース４はカメラ本体２方向に移動し、支持部３が第１の
弾性部材９の付勢力に抗してカメラ本体２に対して第１の回動部１１を中心に図中時計方
向に回動するとともに、ストロボケース４が第２の弾性部材１０の付勢力に抗して支持部
３に対して第２の回動部１２を中心に図中反時計方向に回動する。
【００５１】
　そして、ユーザーがストロボケース４の上面をカメラ本体２方向に押し進めると、係合
部４ａが第３の係止部１３に当接し始める。さらに、ストロボケース４の上面を押し進め
ることによって、爪部１３ａは係合部４ａに押し退けられてＣ方向に移動する。
【００５２】
　そして爪部１３ａが押し退けられなくなるまで移動すると、第３の係止部１３はバネ体
１３ｂの付勢力によってＢ方向に移動し、爪部１３ａと係合部４ａとが係合する。これに
より、第３の係止部１３はストロボケース４を第１の位置Ｆに係止し、ストロボケース４
は図６に示す状態となる。この状態において、ストロボ発光部５のための照射窓５ａはカ
バー部３ｃによってカバーされ、ストロボ発光部５は発光が禁止される。
【００５３】
　ここで、支持部３の第２の回動部１２がストロボケース４の側面４ｂ、４ｃを軸支して
いる構成であるので、ストロボケース４が第１の位置Ｆにあるとき、ストロボケース４の
側面４ｂ、４ｃに接近して支持部３の側部を配置させることができ、さらに、支持部３が
前後方向に沿って配置されるので、支持部３の平面部である板体３ａ、３ｂがストロボケ
ース４の真下位置になるように配置させることができる。そして、この構造を利用して、
ストロボケース４が第１の位置Ｆにあるときに、支持部３がストロボケース４の側面４ｂ
、４ｃおよび底面を覆うように配置している。この結果、ストロボケース４が略直方体形
状である場合に、ストロボケース４が第１の位置Ｆにあるとき、支持部３とストロボケー
ス４とを互いに沿わせた姿勢で極めて小さいスペースに効率よく格納することができる。
【００５４】
　また、ストロボケース４が第１の位置Ｆにあるときには、第１の回動部１１が支持部３
の前側となり、第２の回動部１２が支持部３の後側となるような配置とし、かつ、第２の
回動部１２は、ストロボケース４が第１の位置Ｆにあるときだけでなく第２の位置Ｓにあ
るときでもストロボケース４の後側となる箇所に配設したので、ストロボケース４を第２
の位置Ｓに突出させた際に、ストロボケース４が上方だけでなく前方にも移動することと
なり、この結果、ストロボケースを第２の位置に突出させた際に単に上方だけに移動する
構成のものと比較して、カメラ本体２の前方中央にある鏡筒１４等の部材によりストロボ
ケース４からの出射光が乱反射されることを低減できる。
【００５５】
　また、ストロボケース４が第１の位置Ｆにあるときに、支持部３の第１の回動部１１が
、ストロボケース４よりも前方となる位置に配設させたことにより、支持部３の軸支部分
である第１の回動部１１をストロボケース４の下方に設けなくても済んで、この分だけ、
ストロボケース４が第１の位置Ｆにあるときのストロボ内蔵カメラ１を上下方向に小型化
した空間に収容することができる。
【００５６】
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　以上のように本実施の形態１のストロボ内蔵カメラ１によれば、第１の回動部１１と第
２の回動部１２とを有し、第１の回動部１１でカメラ本体２に対して回動自在に軸支され
る支持部３と、第２の回動部１２で支持部３に対して回動自在に側面４ｂ、４ｃが軸支さ
れ、ストロボ発光部５を有し、第１の位置Ｆと第２の位置Ｓとの間で移動可能なストロボ
ケース４と、支持部３を第２の位置Ｓで係止する第１の係止部１５と、ストロボケース４
を第２の位置Ｓで係止する第２の係止部１６とを備えたので、ストロボケース４を軸支す
るのに用いられる部分を設けるために必要な空間を小さくすることができて、ストロボ内
蔵カメラ１自体を小型化することができる。さらに、ストロボケース４が第１の位置Ｆに
あるときには、第１の回動部１１が支持部３の前側となり、第２の回動部１２が支持部３
の後側となり、かつ、第２の回動部１２は、ストロボケース４が第１の位置Ｆにあるとき
だけでなく第２の位置Ｓにあるときでもストロボケース４の後側となる箇所に配設したの
で、ストロボケース４を第２の位置Ｓに突出させた際にこのストロボケース４が上方だけ
でなく前方にも移動することとなり、この結果、カメラ本体２の前方中央にある鏡筒１４
等の部材により出射光が乱反射されることを低減できる。
【００５７】
　また、本実施の形態１によれば、支持部３およびストロボケース４がカメラ本体２の上
面２ａに載った姿勢となるように配置されていることにより、支持部３およびストロボケ
ース４の移動の基準がカメラ本体２の上面２ａとなるため、従来の内部に支持部等を設け
た場合と比べて、ストロボケース４をカメラ本体２から離れた第２の位置Ｓに係止できる
。これによっても、ストロボ発光部５からの発光が、ストロボ発光部５の前方にある鏡筒
１４等の部材により乱反射されることを低減できる。
【００５８】
　また、本実施の形態１によれば、ストロボ発光部５とカメラ本体２とを電気的に接続す
る配線部６を備え、支持部３は２枚の板体３ａ、３ｂを有し、配線部６は２枚の板体３ａ
、３ｂの間に挟持されることにより、ストロボケース４がカメラ本体２から離れた第２の
位置Ｓにある場合でも配線部６が外部に露出することがないため、配線部６が他の部材に
接触することによる損傷を防止できる。また、配線部６が常に板体３ａ、３ｂの間で挟持
されており、配線部６が第１の回動部１１と第２の回動部１２とのそれぞれ近傍箇所で湾
曲しながら安定した姿勢で変形する構造であるので、配線部６内の配線部分が断線してし
まうことを防止できて、信頼性が向上する。
【００５９】
　また、本実施の形態１によれば、ストロボケース４が第１の位置Ｆにあるとき、支持部
３の第１の回動部１１がストロボケース４の前方位置に配置されているため、従来のよう
に第１の回動部がストロボケースの下方に突出するように配置されることがない。これに
より、ストロボケース４が第１の位置Ｆにあるとき、カメラ本体２の上面２ａとストロボ
ケース４の上面との距離を小さくできてコンパクト化できる。
【００６０】
　また、本実施の形態１によれば、ストロボ内蔵カメラ１が、支持部３をカメラ本体２に
対して第２の位置Ｓに付勢する第１の弾性部材９と、ストロボケース４を支持部３に対し
て第２の位置Ｓに付勢する第２の弾性部材１０と、ストロボケース４を第１の位置Ｆで係
止する第３の係止部１３とを備えることにより、第３の係止部１３によりストロボケース
４を第１の位置Ｆに係止しておくことができるとともに、第３の係止部による係止を外す
ことによりストロボケース４を第１の位置Ｆから第２の位置Ｓに自動的に移動させること
ができる。これにより、ユーザーが第３の係止部１３を操作することにより簡単にストロ
ボケース４を第１の位置Ｆから第２の位置Ｓに移動させて、ストロボ発光部５の発光を可
能にし、撮影を簡便に行うことができるようになる。
【００６１】
　さらに、本実施の形態１によれば、ストロボケース４が第１の位置Ｆにあるときストロ
ボ発光部５をカバーするカバー部３ｃを、支持部３と一体となすように設けたことにより
、支持部３を、ストロボを使用しないときのカバー部３ｃとしても兼用できる。また、カ
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バー部３ｃが支持部３と一体であるので、支持部３がカメラ本体２に対して移動する場合
でも、ストロボケース４とカバー部３ｃとは第２の回動部１２を中心として回動する位置
関係は不変であり、第２の回動部１２からのカバー部３ｃの距離がストロボケース４より
も少しだけ大きくなるように製造することで、支持部３に対してストロボケース４を閉じ
たときでも、ストロボケース４は支持部３の位置に関わらずカバー部３ｃと接触すること
がなくなり、接触による損傷を防止することができる。
【００６２】
　なお、本発明の実施の形態１においては、カバー部３ｃを有する構成を示したが、カバ
ー部３ｃを備えず、第１の位置Ｆにおいてもストロボ発光部５が発光可能である構成とし
ても良い。この構成によれば、ユーザーは第１の位置Ｆと第２の位置Ｓを任意に選択して
ストロボ発光を行えるので便利である。
【００６３】
　また、本発明の実施の形態１においては、支持部３はカメラ本体２に直接軸支される構
成を示したが、第２の支持部を設けて、支持部３が第２の支持部に軸支され、第２の支持
部がカメラ本体２に軸支される構成をとっても良い。この構成によれば、ストロボケース
４が支持部３に対して回動でき、支持部３が第２の支持部に対して回動できることに加え
て、第２の支持部がカメラ本体２に対して回動できることとなるので、回動可能な箇所が
２箇所から３箇所に増える。これにより、ストロボケース４が第１の位置Ｆにあるときに
、ストロボケース４を収納するのに必要な空間を大きくすることなく、第２の位置Ｓにお
いてストロボケース４をさらにカメラ本体２から離すことができる。
【００６４】
　（実施の形態２）
　図７～図９は本発明の実施の形態２におけるストロボ内蔵カメラの斜視図であり、図１
０～図１３は同ストロボ内蔵カメラの要部拡大側面断面図である。なお、図７、図１０、
図１１はストロボケース４が第１の位置Ｆにあるときを示し、図８、図１３はストロボケ
ース４が第２の位置Ｓにあるときを示し、図９、図１２はストロボケース４が第３の位置
Ｂにあるときを示している。また、上記実施の形態と同様な機能の構成要素には同符号を
付す。
【００６５】
　図７～図９に示すように、このストロボ内蔵カメラ１においても、略直方体であるスト
ロボケース４と、このストロボケース４を支持する支持部３とが、カメラ本体２の上面部
箇所に設けられているが、このストロボ内蔵カメラでは、図７に示すように、ストロボケ
ース４が第１の位置Ｆにあるときに、支持部３およびストロボケース４がカメラ本体２の
上面部内に収納された姿勢となるように配置されている。つまり、カメラ本体２の上面部
には、ストロボケース４を収納させるための収納凹部２ｃ（図１３参照）が形成され、図
１０、図７に示すように、ストロボケース４が第１の位置Ｆにあるとき、この収納凹部２
ｃ内に、ストロボケース４および支持部３が収納される。この実施の形態２では、収納凹
部２ｃは、カメラ本体２の上面部からこの上面部に続く背面部にかけて開口するように形
成されている。そして、ストロボケース４が第１の位置Ｆに収納された状態では、カメラ
本体２の前面部２ｄにより、ストロボケース４の前面が覆われ、カメラ本体２の前面部２
ｄがカバー部としても機能する。なお、図示しないが、カメラ本体２の前面部２ｄにおけ
る収納凹部２ｃの前方に位置する箇所には、ズームレンズ等のロゴマークなどが記載され
ている。なお、ズームレンズ等のロゴマークに代えて、商品名やその他のロゴマークなど
を記載してもよい。
【００６６】
　図１０～図１３に示すように、この実施の形態２における支持部３は、第１の位置Ｆに
ある際には、収納凹部２ｃの前面部分、底面部分および側面部分に沿う形状に形成され、
第１の回動部１１は、カメラ本体２の前面上端直下部に配設されている。また、上記実施
の形態１と同様に、第１の回動部１１には、支持部３をカメラ本体２に対して第２の位置
Ｓに付勢する第１の弾性部材９が外装され、ストロボケース４の後部下端に設けられた第
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２の回動部１２には、ストロボケース４を支持部３に対して第２の位置Ｓに付勢する第２
の弾性部材１０が外装されている。また、ストロボケース４は、その側面が第２の回動部
１２で支持部３に対して回動自在に軸支されている。ここで、第１の回動部１１は、スト
ロボケース４が第１の位置Ｆにあるときに支持部３の前側となる箇所に配設され、第２の
回動部１２が、ストロボケース４が第１の位置Ｆにあるときに支持部３の後側となり、か
つ、ストロボケース４が第１の位置Ｆにあるときだけでなく第２の位置Ｓにあるときでも
ストロボケース４の後側となる箇所に配設されている。また、図示しないが、上記実施の
形態１と同様に、支持部３を第２の位置Ｓで係止する第１の係止部１５や第１の突起部７
、ストロボケース４を第２の位置Ｓで係止する第２の係止部１６や第２の突起部８も設け
られている。なお、２ｅは、カメラ本体２の収納凹部２ｃを形成する凹部壁である。
【００６７】
　図１０などに示すように、カメラ本体２の上部には、前記実施の形態１における第３の
係止部１３と同様な機能も有するポップアップ用操作部材２１がＤ、Ｅ方向（前後方向）
にスライド自在に配設されている。このポップアップ用操作部材２１には、カメラ本体２
から外部に露出する操作釦部２１ａと、支持部３に形成された第２の係合部３ｆに係合可
能な爪形状の第４の係止部２１ｂと、ストロボケース４を第１の位置Ｆで係止するための
第３の係止用カム部２１ｃとが形成されている。そして、図１０に示すように、ポップア
ップ用操作部材２１における第４の係止部２１ｂを、支持部３に形成された第２の係合部
３ｆに係合させることにより、支持部３を第１の位置Ｆに係止する、すなわち、収納凹部
２ｃに沿った収納姿勢に保持するよう構成されている。
【００６８】
　ポップアップ用操作部材２１に形成された第３の係止用カム部２１ｃは、カメラ本体２
内において回動可能に支持された第１の連動レバー１８に当接可能とされ、この第１の連
動レバー１８は、支持部３において回動に支持された第２の連動レバー１９に当接可能と
され、第２の連動レバー１９は、ストロボケース４に形成された係合部４ａに係合可能と
されている。つまり、第１の連動レバー１８は、軸部１８ａを中心としてカメラ本体２内
で回動自在に支持され、第１の連動レバー１８の下部に形成された第１の当接部１８ｂに
対して、ポップアップ用操作部材２１に形成された第３の係止用カム部２１ｃが後方から
押し上げるように当接可能である。また、第１の連動レバー１８における第１の当接部１
８ｂの上方箇所には、上方に突出する凸部１８ｃが一体形成され、この凸部１８ｃは、第
２の連動レバー１９に形成された被当接部１９ａに下方から当接可能とされている。第２
の連動レバー１９は、軸部１９ｂを中心として、支持部３において回動自在に支持され、
第２の連動レバー１９の上部に一体形成された第２の爪部１９ｃが、ストロボケース４に
形成された係合部４ａに係合可能に配置されている。そして、図１０に示すように、ポッ
プアップ用操作部材２１が外部より押し込まれていない状態では、第１の連動レバー１８
および第２の連動レバー１９が押し上げられておらず、第２の連動レバー１９がストロボ
ケース４の係合部４ａに係合して、ストロボケース４を第１の位置Ｆに保持している。こ
のようにして、ポップアップ用操作部材２１の第３の係止用カム部２１ｃと、これに連動
する第１の連動レバー１８と第２の連動レバー１９とにより、ストロボケース４を第１の
位置Ｆに保持する第３の係止部として機能している。なお、図示しないが、ポップアップ
用操作部材２１と第１の連動レバー１８とにわたって付勢ばねが掛け渡された姿勢で介装
されており、この付勢ばねの付勢力により、ポップアップ用操作部材２１は後方（Ｅ方向
）に付勢され、また、第１の連動レバー１８は、その第１の当接部１８ｂが下方側となる
ように付勢されている。
【００６９】
　ここで、図１０に示すように、ポップアップ用操作部材２１における第４の係止部２１
ｂが支持部３の第２の係合部３ｆに係合する部分の距離は比較的長く設けられており、図
１１に示すように、ユーザーがポップアップ用操作部材２１を少しだけＤ方向に押し込ん
だ場合には、ポップアップ用操作部材２１における第３の係止用カム部２１ｃにより第１
の連動レバー１８および第２の連動レバー１９の被当接部１９ａが上方に回動されて、第
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２の連動レバー１９の第２の爪部１９ｃが、ストロボケース４の係合部４ａから離脱する
ようになっている一方、ポップアップ用操作部材２１における第４の係止部２１ｂは支持
部３に形成された第２の係合部３ｆに係合した状態を維持するように構成されている。
【００７０】
　なお、この実施の形態２においても、ストロボ発光部５とカメラ本体２とを電気的に接
続する配線部６は、支持部３を構成する２枚の板体３ａ、３ｂの間に挟持されており、ス
トロボケース４がカメラ本体２から離れた第２の位置Ｓにある場合でも配線部６が露出す
ることがないよう構成されている。
【００７１】
　このように構成されたストロボ内蔵カメラ１において、ポップアップ用操作部材２１を
Ｄ方向に少量だけ押圧すると、図１１に示して上述したように、ポップアップ用操作部材
２１における第４の係止部２１ｂは支持部３に形成された第２の係合部３ｆに係合したま
まであるが、第１の連動レバー１８とともに連動した第２の連動レバー１９における第２
の爪部１９ｃが、ストロボケース４の係合部４ａから離脱する。
【００７２】
　この結果、図１２に示すように、第２の弾性部材１０の付勢力によりストロボケース４
だけが第２の回動部１２を中心として支持部３に対して図中時計方向に回動し、ストロボ
ケース４はそのストロボ発光部５が斜め上方を向いた位置（第３の位置Ｂと称す）で停止
し、ストロボ発光部５が発光可能な状態となる。この姿勢で、天井が白色に近い色である
屋内空間などでストロボ発光部５を発光させることにより、ストロボ発光部５からの光が
、天井などに当たって反射し、撮像物だけでなく、撮像物の後方にあるものなど、屋内空
間において全体的に照射されるようになり、いわゆるバウンズ撮影を行うことができる。
【００７３】
　つまり、前記実施の形態１に示したストロボ内蔵カメラ１の構成では、ストロボ発光部
５を使用するときには、常に、ストロボケース４が支持部３に対して回動するだけでなく
、支持部３がカメラ本体２に対しても回動する構造であり、図４に示すように、鏡筒１４
に内包されたレンズの光軸方向とストロボ発光部５からの光の照射方向が一致するように
なっている。したがって、ストロボ発光部５を使用すると、撮像物やその極めて近傍の箇
所におけるそれぞれ手前側の面だけに強く光が照射されてしまい、撮像物の後方に壁や物
がある場合に、この撮像物の後方箇所に影の部分ができて不自然な撮像画像となってしま
う場合がある。
【００７４】
　これに対して、この実施の形態２に係るストロボ内蔵カメラ１によれば、ストロボケー
ス４を図１２に示す第３の位置Ｂとすることにより、ストロボ発光部５からの光が、天井
などにより拡散されながら、撮像物を含めた広い範囲で上方から照射されることとなるの
で、撮像物はその手前側の面だけでなく全体的に照射され、また撮像物の後方にあるもの
などにも全体的に光が照射されることとなって、良好な撮像画像を得ることができる。
【００７５】
　また、この状態や、図１０に示す状態で、ポップアップ用操作部材２１を強めに押圧す
ると、ポップアップ用操作部材２１における第４の係止部２１ｂが、支持部３に形成され
た第２の係合部３ｆから離脱し、この結果、第１の弾性部材９の付勢力によりカメラ本体
２に対して支持部３が第１の回動部１１を中心に図中反時計方向に回動し、図１３に示す
ように、ストロボケース４は上方および前方に突出して第２の位置Ｓに達し、そのストロ
ボ発光部５が正面を向いた姿勢で停止する。なお、この第２の位置Ｓでもストロボ発光部
５が発光可能な状態となる。
【００７６】
　また、この第２の位置Ｓとなった状態からユーザーがストロボケース４の上面をカメラ
本体２方向に押すと、ストロボケース４はカメラ本体２方向に移動し、支持部３が第１の
弾性部材９の付勢力に抗してカメラ本体２に対して第１の回動部１１を中心に図中時計方
向に回動するとともに、ストロボケース４が第２の弾性部材１０の付勢力に抗して支持部



(13) JP 4434656 B2 2010.3.17

10

20

30

40

50

３に対して第２の回動部１２を中心に図中反時計方向に回動する。そして、さらにユーザ
ーがストロボケース４の上面を下方に押し進めると、第２の連動レバー１９における第２
の爪部１９ｃがストロボケース４の係合部４ａに係合し、また、ポップアップ用操作部材
２１における第４の係止部２１ｂが支持部３における第２の係合部３ｆに係合し、ストロ
ボケース４は第１の位置Ｆに達して収納凹部２ｃに収納される。これにより、ストロボケ
ース４はカメラ本体２の上面部に収納された第１の位置Ｆに配設される。
【００７７】
　このように、このストロボ内蔵カメラ１によれば、ストロボケース４を第１の位置Ｆに
係止する第３の係止部としての第３の係止用カム部２１ｃ、第１、第２の連動レバー１８
、１９に加えて、支持部３だけを第１の位置Ｆに係止する第４の係止部２１ｂを設けたこ
とにより、いわゆるバウンズ撮影を行うことができて、良好な撮像画像を得ることができ
る。また、第３の係止部としての機能を、第２の連動レバー１９の第３の係止用カム部２
１ｃと、カメラ本体２に内蔵した第１の連動レバー１８と、支持部３に組付けた第２の連
動レバー１９とに分割し、これらが連動して、ストロボケース４の係合部４ａに係合する
構成としたので、実施の形態１のように第３の係止部１３を挿通させるための貫通孔を支
持部３に設けなくても済む。また、このような第３の係止部の機能に加えて、第４の係止
部２１ｂを設けるだけの簡単な機能追加だけでバウンズ撮影が可能となるので、製造コス
トの増加も最小限に抑えることができる。
【００７８】
　さらに、ポップアップ用操作部材２１により、ストロボケース４を第１の位置Ｆに係止
する機能と、支持部３だけを第１の位置Ｆに係止する機能との両方の機能を有するように
構成し、ポップアップ用操作部材２１の押圧量（移動量）を調整しながら操作することで
、ストロボケース４を第２の位置Ｓに移動させる姿勢と、第３の位置Ｓに移動させる姿勢
とに簡単に切り換え操作できるので、操作性能が良好となり、利便性が向上する。つまり
、ストロボケース４を第２の位置Ｓに移動させるための操作部材と、ストロボケース４を
と第３の位置Ｓに移動させるための操作部材とを、それぞれ別個に設けた場合には、操作
箇所（操作部材自体）を変えなければならないとともに、部品点数も多めとなるが、この
ようなことがないので、便利であるとともに、部品点数の低減も図れる。
【００７９】
　また、上記実施の形態１では、ストロボ発光部５をカバーするカバー部３ｃを支持部３
と一体となすように設けたので、このカバー部３ｃに商品や部品のロゴマークを記載する
と、このロゴマークが、カメラ本体２に対して分割されて一体感が失われたり、ストロボ
ケース４を第２の位置Ｓにした際に、カメラ本体２に隠れて見難くなったりする。これに
比較して、この実施の形態２のストロボ内蔵カメラ１によれば、ストロボ発光部５をカバ
ーするカバー部が、カメラ本体２に固定されており、この実施の形態２ではカメラ本体２
の前面部２ｄで構成されているので、この箇所に描いたロゴマークが、常にカメラ本体２
から分離されることなく一体的に表示されるとともに、隠れて見難くなることもないので
、視認性が良好に維持される。
【００８０】
　（実施の形態３）
　図１４～図１８は本発明の実施の形態３におけるストロボ内蔵カメラの要部拡大側面断
面図である。なお、図１４はストロボケース４が第１の位置Ｆにあるときを示し、図１５
はストロボケース４が第２の位置Ｓにあるときを示し、図１６～図１８はストロボケース
４を第２の位置Ｓから第１の位置Ｆに移動する際の状態をそれぞれ示している。また、上
記実施の形態と同様な機能の構成要素には同符号を付す。
【００８１】
　図１４～図１８に示すように、このストロボ内蔵カメラ１は、上記実施の形態２に示す
構成を備えているとともに、この構成に加えて、ストロボケース４の支持部３に対する第
１の位置Ｆ側への回動を規制する規制機構を有している。また、第１の位置Ｆでは、カメ
ラ本体２の前面部２ｄによりストロボケース４の前面が覆われ、カメラ本体２の前面部２
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ｄがカバー部としても機能している。
【００８２】
　ここで、上記実施の形態２のストロボ内蔵カメラ１のように、ストロボケース４のカバ
ー部として機能する箇所がカメラ本体２に固定されており、第２の位置Ｓから第１の位置
Ｆへの移動時に、ストロボケース４が第２の回動部１２を中心に自由に回動できる構造で
あると、ストロボケース４の前端部が、カメラ本体２の収納凹部２ｃの壁面を形成する前
面部上端の背面箇所に接触することがあり得る。
【００８３】
　これに対処すべく、この実施の形態３に係るストロボ内蔵カメラでは、ストロボケース
４の第２の位置Ｓから第１の位置Ｆへの移動時にカメラ本体２に対する支持部３の所定回
動範囲において、ストロボケース４の支持部３に対する第１位置側への回動を規制する規
制機構を設けている。
【００８４】
　具体的には、支持部３における側面部近傍箇所に、支持部３内においてＧ、Ｈ方向に移
動可能なスライド部材２２を配設し、このスライド部材２２内に、スライド部材２２をＨ
方向に付勢する付勢ばね２３と、スライド部材２２の位置を規制するとともに付勢ばね２
３の一端を受けるストッパ２９とを配置している。また、スライド部材２２の一端側に、
収納凹部２ｃの下面側から上方に突出する第１の突出部２４に対して当接可能な第１の傾
斜面２２ａと、ストロボケース４内から支持部３側に向けて突出する第２の突出部２５に
対して当接可能な第２の傾斜面２２ｂと、この第２の傾斜面２２ｂに続いて形成された第
３の突起部２２ｃとを形成している。そして、図１４に示すように、ストロボケース４が
第１の位置Ｆであるときは、スライド部材２２の第３の突起部２２ｃがストロボケース４
の第２の突出部２５に対して側方から当接し、また、スライド部材２２の第１の傾斜面２
２ａが第１の突出部２４に当接している。
【００８５】
　また、図１５に示すように、ストロボケース４が第２の位置Ｓであるときは、ストロボ
ケース４がカメラ本体２の収納凹部２ｃから離脱しているので、スライド部材２２は、第
１の突出部２４や第２の突出部２５から離反している。
【００８６】
　ストロボケース４が第２の位置Ｓから第１の位置Ｆに戻る際には、以下のような動作が
行われる。
　まず、ストロボケース４を第２の位置Ｓからカメラ本体２側に押し込み始めると、図１
６に示すように、ストロボケース４の第２の突出部２５における先端が、スライド部材２
２の第２の傾斜面２２ｂから第３の突起部２２ｃにつながる箇所に当接する。なお、この
ように第２の突出部２５がスライド部材２２に当接するまでは、ストロボケース４は支持
部３に対して、第１の位置Ｆ側（接近する側）に自由に回動できる。
【００８７】
　しかしながら、図１６に示す姿勢から、さらにストロボケース４をカメラ本体２側に押
し込むと、ストロボケース４の第２の突出部２５の先端がスライド部材２２の第２の傾斜
面２２ｂおよび第３の突起部２２ｃに当接して突っ張ったロック状態となるため、ストロ
ボケース４は支持部３に対して接近する方向（第２の回転部１２を中心とするＪ方向）に
は回動せず、支持部３がカメラ本体２の収納凹部２ｃ内側に向かってＫ方向へ回動する動
作のみを行う。これにより、ストロボケース４の先端部４ｄがカメラ本体２における収納
凹部２ｃの壁面を形成する前面部上端の背面箇所２ｅに接近した状態では、ストロボケー
ス４の支持部３に対する回動が規制され、ストロボケース４の前端部が、カメラ本体２の
前記背面箇所２ｅに接触することが防止される。
【００８８】
　この後、さらにストロボケース４をカメラ本体２側に押し込み、図１７に示すように、
支持部３をカメラ本体２の収納凹部２ｃ内側に入り込ませると、スライド部材２２の第１
の傾斜面２２ａが第１の突出部２４に当接する。そして、この状態からさらにストロボケ
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ース４をカメラ本体２側に押し込むと、スライド部材２２の第１の傾斜面２２ａに当接し
た第１の突出部２４により、スライド部材２２がＧ方向に押し込まれてスライドし、この
結果、ストロボケース４の第２の突出部２５の先端が、スライド部材２２の第２の傾斜面
２２ｂから第３の突起部２２ｃにつながる箇所から離脱する。これにより、ストロボケー
ス４は第１の位置Ｆ側に向けてＪ方向に回動可能なロック解除状態となり、支障なく第１
の位置Ｆまで回動できて収納される。
【００８９】
　この構成により、カメラ本体２の前面部２ｄによりカバー部の機能を持たせるなどして
、カバー部をカメラ本体２側に固定して設けた場合でも、ストロボケース４の第２の位置
Ｓから第１の位置Ｆへの移動時に、前記カバー部としての前面部２ｄにストロボケース４
が接触して損傷することを防止できる。
【００９０】
　また、この構成によれば、カバー部がカメラ本体２自体に一体化されているので、スト
ロボケース４を第１の位置Ｆに収納させた場合に、ストロボケース４が目立たず、デザイ
ン的にシンプルとなる。
【００９１】
　なお、上記実施の形態２、３では、第１の位置Ｆにおいてストロボケース４がカメラ本
体２の上部に設けた収納凹部２ｃに収納される場合を述べたが、これに限るものではなく
、例えば、カメラ本体２の上面から上方に突出するようにカバー部を設けてカメラ本体２
に固定し、このカバー部の後方にストロボケース４および支持部３が格納されるよう構成
してもよい。
【産業上の利用可能性】
【００９２】
　本発明のストロボ内蔵カメラは、デジタルスチルカメラやフィルム感光型の小型カメラ
など、各種のストロボ内蔵カメラに対して有用である。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】本発明の実施の形態１における第２の位置のときのストロボ内蔵カメラの斜視図
【図２】本発明の実施の形態１における第１の位置のときのストロボ内蔵カメラの斜視図
【図３】本発明の実施の形態１における第２の位置のときのストロボ内蔵カメラの正面図
【図４】図３における線分Ａ－Ａ’での断面の要部拡大図であって第２の位置のときの図
【図５】本発明の実施の形態１における第２の位置のときのストロボ内蔵カメラの側面の
要部拡大図
【図６】図３における線分Ａ－Ａ’での断面の要部拡大図であって第１の位置のときの図
【図７】本発明の実施の形態２における第１の位置のときのストロボ内蔵カメラの斜視図
【図８】本発明の実施の形態２における第２の位置のときのストロボ内蔵カメラの斜視図
【図９】本発明の実施の形態２における第３の位置のときのストロボ内蔵カメラの斜視図
【図１０】本発明の実施の形態２における第１の位置のときのストロボ内蔵カメラの要部
拡大図
【図１１】本発明の実施の形態２における第１の位置において第３の係止部を押した瞬間
のストロボ内蔵カメラの要部拡大図
【図１２】本発明の実施の形態２における第３の位置のときのストロボ内蔵カメラの要部
拡大図
【図１３】本発明の実施の形態２における第２の位置のときのストロボ内蔵カメラの要部
拡大図
【図１４】本発明の実施の形態３における第１の位置のときのストロボ内蔵カメラの要部
拡大図
【図１５】本発明の実施の形態３における第２の位置のときのストロボ内蔵カメラの要部
拡大図
【図１６】本発明の実施の形態３における第２の位置から第１の位置へ移動するときのス
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トロボ内蔵カメラの要部拡大図
【図１７】本発明の実施の形態３における第２の位置から第１の位置へ移動するときのス
トロボ内蔵カメラの要部拡大図
【図１８】本発明の実施の形態３における第２の位置から第１の位置へ移動するときのス
トロボ内蔵カメラの要部拡大図
【図１９】（ａ），（ｂ）は従来のストロボ内蔵カメラの要部拡大図で、（ａ）はストロ
ボ筐体が収納位置にある状態を示す図、（ｂ）はストロボ筐体が突出位置にある状態を示
す図
【図２０】同従来のストロボ内蔵カメラの要部分解斜視図
【図２１】その他の従来のストロボ内蔵カメラの側面図
【図２２】（ａ），（ｂ）は同その他の従来のストロボ内蔵カメラの要部拡大図で、（ａ
）はストロボブロックが突出位置にある状態を示す図、（ｂ）はストロボブロックが収納
位置にある状態を示す図
【符号の説明】
【００９４】
　１　ストロボ内蔵カメラ
　２　カメラ本体
　２ｃ　収納凹部
　２ｄ　前面部
　３　支持部
　３ａ　第１の板体
　３ｂ　第２の板体
　３ｃ　カバー部
　３ｆ　第２の係合部
　４　ストロボケース
　４ａ　係合部
　４ｂ、４ｃ　側面
　５　ストロボ発光部
　５ａ　照射窓
　６　配線部
　６ａ　トリガーコイル
　７　第１の突起部
　８　第２の突起部
　９　第１の弾性部材
　１０　第２の弾性部材
　１１　第１の回動部
　１２　第２の回動部
　１３　第３の係止部
　１３ａ　爪部
　１３ｂ　バネ体
　１４　鏡筒
　１８　第１の連動レバー
　１８ａ　軸部
　１８ｂ　第１の当接部
　１８ｃ　凸部
　１９　第２の連動レバー
　１９ａ　被当接部
　１９ｂ　軸部
　１９ｃ　第２の爪部
　２１　ポップアップ用操作部材
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　２１ａ　操作釦部
　２１ｂ　第４の係止部
　２１ｃ　第３の係止用カム部
　２２　スライド部材
　２２ａ　第１の傾斜面
　２２ｂ　第２の傾斜面
　２２ｃ　第３の突起部
　２４　第１の突出部
　２５　第２の突出部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】
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